
さいたま市健康マイレージ利用規約を廃止する規約 

 

 

１ 利用規約の廃止 

  さいたま市健康マイレージ利用規約は、令和６年２月 29日をもって廃止します。 

 

２ サービスの終了 

⑴ さいたま市健康マイレージにおけるサービス（以下、「本サービス」という。）のうち、

以下については、令和５年 12月３日をもって終了します。 

ア 利用者の新規登録 

イ 活動量計の故障対応 

⑵ 本サービスのうち、以下については、令和５年 12月 25日をもって終了します。 

ア スマートフォンアプリによるサービス 

イ 活動量計とさいたま市健康マイレージＷＥＢサイトとの連携 

⑶ 本サービスのうち、さいたま市健康マイレージＷＥＢサイトにおける会員専用ログ

インについては、令和６年 1月 10日をもって終了します。 

⑷ 本サービスは、令和６年２月 29日をもって全て終了します。 

 

附 則 

 本規約は、令和５年１２月１日から施行します。 




